
東吉野村建設工事入札参加資格審査申請要領

平成２４・２５年度に東吉野村が発注する建設工事の競争入札に参加しようとされる方は、次

のとおり入札参加資格審査申請書を提出してください。

なお、この申請をもとに作成される名簿は、東吉野村長部局並びに教育委員会で発注する建設

工事の競争入札に使用されます。

１．受付対象者

建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を受ける建設業者で、かつ、

同法第27条の23の規定による、平成22年10月1日から平成23年9月30日の間に審査基準日を有す

る経営に関する事項の審査を受けている者に限ります。

ただし、東吉野村に住所を有する者に限り建設業法第3条第1項ただし書きが適用なるもので、

かつ、第27条の23第1項の建設工事で政令で定める額未満の工事を請け負おうとする建具工事の

みを希望するものについても受付対象者とします。

２．申請できる業種

許可業種のうち、経営事項審査結果通知書に完成工事高がある６業種以内に限ります。

３．受付期間 平成２４年２月１日(水曜日)から平成２４年２月２９日(水曜日)まで

（土曜日、日曜日、祝祭日は除く）

４．受付時間 ①午前９時から正午まで ②午後１時から午後５時まで

５．受付場所 奈良県吉野郡東吉野村大字小川９９番地

東吉野村役場 地域振興課 電話 0746-42-0441

６．申請方法 申請は持参に限ります。

７．有効期間 平成24年4月1日から平成26年3月31日まで（平成24/25年度）

※期間途中での申請はできません。

８．提出書類一覧

◇村内とは東吉野村に本店を有する建設業者です。村外とはそれ以外の建設業者です。

提 出 書 類 村内 村外 備 考

① 東吉野村建設工事競争入札参加資格審査申請書 ○ ○ 指定様式（東吉野村様式①）

② 営業所一覧表 ○ ○ 様式の指定はありません。

③ 経営事項審査結果通知書の写し ※注意事項参照 ○ ○

④ 工事経歴書 ※注意事項参照 ○ ○ 様式の指定はありません。

⑤ 技術職員名簿 ○ ○ 様式の指定はありません。

⑥ 商業登記簿謄本(写し) ○ ○ 法人のみ提出してください。



提 出 書 類 村内 村外 備 考

⑦ 建設業許可証明書(写し) ○ ○

【法人】 写しでも可能です。

法人税・消費税及び地方消 ただし、発行日より３ヶ月以内

費税に未納がない証明（そ のものに限ります。

の3の3様式） ○ ○

国税 【個人】

⑧ 各種 納税証明書 所得税・消費税及び地方消

※注意事項参照 費税に未納がない証明（そ

の3の2様式）

県税に滞納がない証明 写しでも可能です。

県税 ※県内に本店又は委任先を ○ ○ ただし、発行日より３ヶ月以内

設けた場合に限ります。 のものに限ります。

村税 村税に滞納がない証明 ○ － 指定様式（東吉野村様式②）

写しでも可能です。

⑨ 印鑑証明書 ○ ○ 発行日より３ヶ月以内のものに

※写しを提出する場合は「拡大･縮小」は行わないでください。 限ります。

⑩ 使用印鑑届(原本) ※注意事項参照 ○ ○ 様式の指定はありません。

⑪ 委任状 ※支店などに権限を委任する場合 ○ ○ 様式の指定はありません。

○東吉野村入札参加資格審査申請受付票 指定様式（東吉野村様式③）

※「商号又は名称」欄に記入の上ファイルに綴じずに提出して下さい。

※注意事項

・提出書類はＡ４サイズとします。上記（①から⑪）番号順に水色のＡ４版ファイルに綴じ

てください。また、背表紙には商号または名称を記入してください。

・③経営事項審査結果通知書の写しは、平成22年10月1日から平成23年9月30日の間に審査基

準日を有するものを添付してください。

・④工事経歴書は、提出前２年間の工事経歴を記載してください。

・⑧納税証明書は、発行日より3ヶ月以内のものに限ります。

・⑩使用印鑑届けについては、入札、見積、契約の締結、代金の請求のために使用する印鑑

を押印してください。

・各種証明書については、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

９．その他

・東吉野村に住所を有する者で建具工事のみを希望される業者は、③と⑦の上記書類を省略

することができます。

・上記以外の書類は必要ありませんので添付しないでください。

・申請書または提出書類に不備があったときは受付を行いません。







【東吉野村様式③】

東吉野村入札参加資格審査申請受付票

商号又は名称

※上記商号又は名称欄にご記入の上提出して下さい。

平成２４・２５年度東吉野村建設工事入札参加資格審査の申請を受け付けました。

東吉野村 地域振興課

受 付 印

受付番号 －

申請を済まされた業者の皆様へ
１．申請受付時において内容審査を済ませておりますので、この受付票を交付された業者は登録される

こととなります。したがって、資格審査結果の通知は行いません。

２．申請内容に変更が生じたときは、変更届出書を提出して下さい。

（１）提出書類（添付書類） ※それぞれの様式に指定はありません。

①入札参加資格審査申請書変更届（様式の指定はありません）

1)商号又は名称、本店所在地又は電話番号の変更（商業登記簿謄本の写し）

2)代表者の変更（商業登記簿謄本の写し）

3)登録する営業所の名称又は所在地（所在地がわかる書類）

4)委任者の変更（新しい委任状）

5)届出印の変更（使用印鑑変更届（原本））

※その他変更点は変更した内容がわかる書類を提出してください

（２）提出期限

変更の期日から１ヶ月以内に提出してください。ただし、平成２４年３月３１日までに変更があ

った場合は、同年４月１日以降に提出してください。

（３）経営事項審査結果通知書

地方公共団体の建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、少額の建設工事の場合をのぞき、

発注者と請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を

受けることが義務付けられています。建設業者は、審査基準日から１年７月間「工事を請け負うこ

とができる期間」が途切れることなく経営事項審査を継続しなければなりません。したがって、審

査を受けた都度、経営事項審査結果通知書の写しを東吉野村へ提出してください。

（４）提出先

〒 633-2492
奈良県吉野郡東吉野村大字小川 99 番地

東吉野村役場 地域振興課 電話 0746-42-0441
（５）提出方法

持参又は郵送

※宛名及び申請書提出日は必ず明記してください。


